
報告第５号  

 

令和６年度阪南市下水道事業会計予算繰越計算書の報告に 

ついて 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定

により、令和６年度阪南市下水道事業会計予算繰越計算書を別紙のとお

り報告する。  

 

 

　　令和７年６月１０日提出  

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　阪南市長　上　甲　　　誠
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円 円 円

円 円 円

令和６年度阪南市下水道事業会計予算繰越計算書

　地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

左の財源内訳

国庫補助金 企業債
損益勘定
留保資金等

円 円 円 円 円

１　資本的支出 １　建設改良費 5,479,000 1,664,000 3,815,000 0 0 3,815,000 0 0

　地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による事故繰越額

左の財源内訳

下水道使用料
雨水処理
負担金

その他

円 円 円 円 円

１　下水道事業費用 １　営業費用 5,224,000 2,588,000 2,636,000 0 2,636,000 0 0 0

令和７年６月１０日提出

阪南市長 上 甲 誠

款 項 事業名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

不用額

翌年度繰
越額に係
る繰越を
要するた
な卸資産
の購入限
度額

説明

大里川ポンプ場施設更新
等負担金

泉南市が実施する水門
改築の扉体材料につい
て検討に時間を要した
こと等により、年度内
事業完了が困難となっ
たことによる負担金の
繰越

款 項 事業名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

不用額

翌年度繰
越額に係
る繰越を
要するた
な卸資産
の購入限
度額

説明

大里川ポンプ場維持管理
負担金

泉南市が実施する除塵
機設備修繕に使用する
部品の製作に時間を要
したことによる負担金
の繰越
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